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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 純資産額の算定にあたり、第50期中間から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号）を適用しております。 

３ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第49期中 第50期中 第51期中 第49期 第50期

会計期間

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

売上高 (百万円) 29,173 32,724 35,048 62,996 70,652

経常利益 (百万円) 1,037 1,105 1,142 2,294 2,611

中間(当期)純利益 (百万円) 375 652 664 1,043 1,507

純資産額 (百万円) 11,037 13,840 15,119 13,363 14,606

総資産額 (百万円) 28,873 32,982 35,012 33,113 36,024

１株当たり純資産額 (円) 1,802.81 2,004.40 2,189.60 1,931.76 2,115.31

１株当たり中間(当期)
純利益

(円) 61.40 94.54 96.22 161.51 218.34

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― ― ─ ― ─

自己資本比率 (％) 38.2 42.0 43.2 40.4 40.5

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 1,245 △308 221 1,316 369

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △114 82 △80 △651 △62

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △911 166 △290 △268 530

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高

(百万円) 1,371 1,492 2,255 1,555 2,394

従業員数 (名) 372 384 398 374 381



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 純資産額の算定にあたり、第50期中間から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号）を適用しております。 

３ 第49期の１株当たり配当額25円は、記念配当２円を含んでおります。 

４ 「１株当たり純資産額」、「１株当たり中間(当期)純利益」及び「潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純

利益」については、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。 

  

回次 第49期中 第50期中 第51期中 第49期 第50期

会計期間

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

売上高 (百万円) 28,641 32,204 34,306 61,908 69,467

経常利益 (百万円) 1,001 1,070 1,099 2,233 2,522

中間(当期)純利益 (百万円) 346 622 633 996 1,435

資本金 (百万円) 1,724 2,439 2,439 2,439 2,439

発行済株式総数 (株) 6,225,000 6,908,000 6,908,000 6,908,000 6,908,000

純資産額 (百万円) 10,947 13,700 14,890 13,249 14,418

総資産額 (百万円) 28,573 32,665 34,498 32,799 35,625

１株当たり配当額 (円) 10.00 12.50 15.00 25.00 30.00

自己資本比率 (％) 38.3 41.9 43.2 40.4 40.5

従業員数 (名) 369 381 392 371 377



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営んでいる事業の内容につい

て重要な変更はありません。 

また、主要な関係会社についても異動はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出

向者を含む就業人員であります。 

２ 全社（共通）は、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であります。 

  

(3) 労働組合の状況 

当社グループは労働組合を結成しておりませんが、労使関係においては特に記載すべき事項はありま

せん。 

  

事業部門 従業員数(名)

電子部品 156

電子機器 82

自社製造製品 111

全社(共通) 49

計 398

従業員数(名) 392



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、米国経済の減速や原油価格の高騰などの懸念材料があ

ったものの、企業の堅調な設備投資や、雇用環境の改善に伴う個人消費の持ち直しなど、景気は緩や

かな拡大基調で推移してまいりました。  

 このような経済環境の中で、半導体業界はデジタル機器を中心に、需要が堅調に推移しました。ま

た、当社の主要ユーザーである自動車関連企業では、国内の新車販売は前年実績を割り込む状況であ

ったもののグローバル生産では高水準が続いており、当社グループにとっては恵まれた環境の中で推

移してまいりました。  

 このような状況のもとで、当社グループといたしましては総力をあげて利益拡大のために売上高の

伸長に努めてまいりました。  

 この結果、当中間連結会計期間の売上高は伸長し 350億48百万円（前年同期比 7.1％増）となりま

した。利益面につきましては、一部の電子部品において、原材料価格高騰等の影響による仕入単価上

昇に対し、上昇分を販売価格に転嫁できずに利益率が落ち込む要因が発生したこと、人員補強やコン

ピュータシステム投資などの経営資源増強施策を実施していることから、販売費および一般管理費が

増加したことにより、営業利益は、11億65百万円（前年同期比4.9％増）、経常利益は、11億42百万

円（前年同期比3.4％増）となり、中間純利益につきましては、６億64百万円（前年同期比1.8％増）

とほぼ横ばいの結果となりました。 

  

事業の部門別の業績は、次のとおりです。 

① 電子部品 

集積回路につきましては、自動車の生産台数増加に伴い、エンジン系を中心にボディー系、安全

系向けのＭＰＵ（マイクロプロセッサー）の需要が拡大したことにより、売上高は増加しました。 

 半導体につきましても、車載電子回路の集積化による半導体部品点数削減の流れの中、パワー系

半導体を主力にエンジン分野、ボディー分野の需要の伸長により、売上高は増加しました。  

 一般電子部品につきましては、コスト削減要求や価格競争が続く中、車載向けの、コンデンサや

コネクタ等の需要を取り込んだことにより、売上高はほぼ横ばいとなりました。  

 この結果、電子部品の売上高は増加し 255億54百万円（前年同期比 11.0％増）となりました。 

  

② 電子機器 

電子機器につきましては、自動車関連企業をはじめとする製造業のお客様の設備投資需要に対し

て、ＦＡ・計測分野への積極的なソリューション提案活動を展開し需要を取り込んだほか、ＩＴプ

ラットフォーム基盤構築分野で一定の売上高を確保したものの、一部の受託ソフト開発ビジネスの

スキーム見直しを実施したこともあり、売上高は 73億89百万円（前年同期比 6.9％減）となりま

した。 

  



③ 自社製造製品 

当社で開発・製造いたしておりますＦＡ機器をはじめとする自社製造製品につきましては、主要

なユーザーである工作機械関連業界向けの需要を取り込んだほか、主力製品でありますＨＰＵ（産

業用コンピュータ）の特長を活かした、Embedded（組み込み）用途として特定端末機向けのコンピ

ュータの需要が好調であったことや、生産管理システム等のソフトウェア受託や試験装置等の受注

を取り込んだことにより、売上高は 21億４百万円（前年同期比18.9％増）と大幅な増加となりま

した。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前中

間連結会計期間末に比べ７億63百万円増加し、当中間連結会計期間末には22億55百万円となりまし

た。 

① 営業活動によるキャッシュ・フロー  

営業活動の結果獲得した資金は、２億21百万円（前中間連結会計期間比５億29百万円増）となり

ました。これは主に、法人税等の支払額が６億41百万円減少したことによるものであります。 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資活動の結果使用した資金は、80百万円（前中間連結会計期間は82百万円の獲得）となりまし

た。これは主に、有形固定資産及び無形固定資産の取得によるものであります。 

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

財務活動の結果使用した資金は、２億90百万円（前中間連結会計期間は１億66百万円の獲得）と

なりました。収入の主な内訳は、長期借入による収入２億円及び短期借入金の純増額３億30百万円

であります。支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出７億円及び配当金の支払による支出

１億20百万円であります。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 金額は、販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 商品仕入実績 

当中間連結会計期間における商品仕入実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 金額は、仕入価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ 特定の仕入先への依存について 

当社グループはＮＥＣエレクトロニクス株式会社及び日本電気株式会社より、商品(電子部品、電子機器)

及び原材料を仕入れております。各社からの仕入高の総仕入高に占める割合は、次のとおりです。 
  

 
(注) 金額は、仕入価格により表示しております。 

  

(3) 受注実績 

当中間連結会計期間における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

事業部門 生産高(百万円) 前年同期比(％)

自社製造製品 2,239 124.7

計 2,239 124.7

事業部門 仕入高(百万円) 前年同期比(％)

電子部品 23,484 108.1

電子機器 6,574 94.6

計 30,059 104.8

仕入先

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

仕入高(百万円) 割合(％) 仕入高(百万円) 割合(％)

ＮＥＣエレクトロニ
クス株式会社

16,143 56.3 16,965 54.2

日本電気株式会社 2,230 7.8 2,083 6.7

その他 10,303 35.9 12,258 39.1

計 28,677 100.0 31,307 100.0

事業部門 受注高(百万円) 前年同期比(％) 受注残高(百万円) 前年同期比(％)

電子部品 25,279 108.6 1,856 120.8

電子機器 6,930 96.1 801 91.5

自社製造製品 2,140 128.2 454 78.5

計 34,350 106.8 3,112 104.1



(4) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績に対する割合 

  

 
  

事業部門 販売高(百万円) 前年同期比(％)

電子部品 25,554 111.0

電子機器 7,389 93.1

自社製造製品 2,104 118.9

計 35,048 107.1

相手先

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

販売高(百万円) 割合(％) 販売高(百万円) 割合(％)

株式会社デンソー 17,146 52.4 18,636 53.2



３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新

たに生じた課題はありません。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。 

  

５ 【研究開発活動】 

(自社製造製品) 

自社製品製造販売部門では、ＦＡ・情報分野で培った組込みコンピュータ技術に基づき、組込み用ＣＰ

Ｕボード、パネルコンピュータなどの技術に関する研究開発活動を行っており、ＩＴ化に対応した計測・

制御機器、情報通信機器用途の新製品の開発を主要課題としています。 

主要な成果として、ＣＮＣなどの工作機械向けに小型で耐環境性に優れたパネルコンピュータの開発と、

Web2.0への対応で開発された技術に対する調査を行いました。 

 なお、当中間連結会計期間中に支出した研究開発費の総額は４百万円であります。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

該当事項はありません。 



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 16,000,000

計 16,000,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成19年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年12月26日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融 
商品取引業協会名

内容

普通株式 6,908,000 6,908,000 ジャスダック証券取引所 ―

計 6,908,000 6,908,000 ― ―

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式
総数残高 
(千株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 

(百万円)

平成19年９月30日 ― 6,908 ― 2,439 ― 1,214



(5) 【大株主の状況】 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)   388千株 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)     341千株 

  

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

日本トラスティ・サービス信託 
銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海一丁目８番11号 404 5.86

有限会社スタニイ 名古屋市守山区小幡北1235番地 396 5.74

萩原 義昭 名古屋市守山区 380 5.51

日本マスタートラスト信託銀行 
株式会社(信託口)

東京都港区浜松町二丁目11番３号 356 5.16

萩原電気従業員持株会 名古屋市東区東桜二丁目３番３号 275 3.99

株式会社三菱東京UFJ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 232 3.37

名古屋中小企業投資育成株式会社 名古屋市中村区名駅南一丁目16番30号 230 3.33

竹田 和平 名古屋市天白区 200 2.90

萩原 智昭 三重県桑名市 197 2.85

萩原 祥子 名古屋市守山区 179 2.60

計 ― 2,853 41.31



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 証券保管振替機構名義の株式は「完全議決権株式(その他)」の欄に、1,200株(議決権12個)含まれておりま

す。 

２ 単元未満株式には当社所有の自己株式45株が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成19年９月30日現在 

 
  

  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

  

 
(注) 株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式   2,800

― ―

完全議決権株式(その他)
 普通株式          

6,900,100
69,001 ―

単元未満株式 普通株式    5,100 ― １単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 6,908,000 ― ―

総株主の議決権 ― 69,001 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数
の合計 
(株)

発行済株式総数
に対する所有 

株式数の割合(％)

(自己保有株式)
萩原電気株式会社

名古屋市東区東桜 
二丁目３番３号

2,800 ― 2,800 0.04

計 ― 2,800 ― 2,800 0.04

月別 平成19年４月 平成19年５月 平成19年６月 平成19年７月 平成19年８月 平成19年９月

高(円) 1,909 1,874 1,910 1,878 1,871 1,640

低(円) 1,797 1,722 1,815 1,820 1,590 1,410



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

  なお、前中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正前の中間連結財務

諸表規則に基づき、当中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)は、改正後の中

間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

  なお、前中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正前の中間財務諸表等規

則に基づき、当中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)は、改正後の中間財務諸表

等規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年

９月30日まで)及び前中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の中間連結財務諸表及

び中間財務諸表については、みすず監査法人により中間監査を受け、金融商品取引法第193条の２第１項

の規定に基づき、当中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)及び当中間会計期

間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の中間連結財務諸表及び中間財務諸表については、あず

さ監査法人により中間監査を受けております。 

 なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。 

 前中間連結会計期間及び前中間会計期間 みすず監査法人 

 当中間連結会計期間及び当中間会計期間 あずさ監査法人  

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

 
  

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 1,632 2,395 2,534

 ２ 受取手形及び売掛金 ※２ 20,589 22,014 23,475

 ３ たな卸資産 5,663 5,184 4,776

 ４ 繰延税金資産 233 252 260

 ５ その他 179 182 148

 ６ 貸倒引当金 △10 △3 △3

   流動資産合計 28,287 85.8 30,026 85.8 31,191 86.6

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物及び構築物 1,351 1,375 1,361

    減価償却累計額 803 548 832 543 816 544

  (2) 機械装置及び 
    運搬具

14 20 15

    減価償却累計額 8 6 10 9 9 6

  (3) 土地 ※１ 1,150 1,150 1,150

  (4) 建設仮勘定 ─ 12 ─

  (5) その他 722 772 755

    減価償却累計額 672 49 690 81 680 75

   有形固定資産合計 1,755 5.3 1,798 5.1 1,776 4.9

 ２ 無形固定資産 49 0.1 248 0.7 62 0.2

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 994 958 1,041

  (2) 繰延税金資産 296 324 306

  (3) その他 1,672 1,723 1,720

  (4) 貸倒引当金 △72 △67 △74

   投資その他の 
   資産合計

2,890 8.8 2,939 8.4 2,994 8.3

   固定資産合計 4,695 14.2 4,986 14.2 4,833 13.4

   資産合計 32,982 100.0 35,012 100.0 36,024 100.0



 
  

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形及び買掛金 ※２ 10,821 10,856 12,179

 ２ 短期借入金 1,870 2,850 2,520

 ３ 一年内返済予定 
   長期借入金

900 300 850

 ４ 未払法人税等 324 475 473

 ５ その他 783 1,062 1,093

   流動負債合計 14,698 44.5 15,543 44.4 17,116 47.5

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 600 600 600

 ２ 長期借入金 ※１ 3,050 2,950 2,900

 ３ 退職給付引当金 561 560 563

 ４ 役員退職慰労引当金 224 236 235

 ５ その他 6 2 2

   固定負債合計 4,442 13.5 4,349 12.4 4,301 12.0

   負債合計 19,141 58.0 19,893 56.8 21,418 59.5

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 2,439 2,439 2,439

 ２ 資本剰余金 2,884 2,884 2,884

 ３ 利益剰余金 8,287 9,599 9,055

 ４ 自己株式 △1 △1 △1

   株主資本合計 13,609 41.3 14,921 42.6 14,377 39.9

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

228 176 217

 ２ 繰延ヘッジ損益 △3 △0 △0

 ３ 為替換算調整勘定 6 22 11

   評価・換算差額等 
   合計

231 0.7 198 0.6 228 0.6

   純資産合計 13,840 42.0 15,119 43.2 14,606 40.5

   負債純資産合計 32,982 100.0 35,012 100.0 36,024 100.0



② 【中間連結損益計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 32,724 100.0 35,048 100.0 70,652 100.0

Ⅱ 売上原価 29,543 90.3 31,686 90.4 63,740 90.2

   売上総利益 3,180 9.7 3,362 9.6 6,912 9.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 貸倒引当金繰入額 ─ 5 ─

 ２ 役員退職慰労引当金 

   繰入額
21 11 31

 ３ 給与手当 1,058 1,108 2,159

 ４ 退職給付引当金 

   繰入額
58 54 116

 ５ その他 930 2,069 6.3 1,016 2,196 6.3 1,967 4,275 6.1

   営業利益 1,111 3.4 1,165 3.3 2,637 3.7

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 10 16 24

 ２ 受取配当金 5 7 8

 ３ その他 12 28 0.1 10 33 0.1 19 52 0.1

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 27 41 64

 ２ 為替差損 ─ 7 1

 ３ その他 7 34 0.1 7 57 0.1 13 78 0.1

   経常利益 1,105 3.4 1,142 3.3 2,611 3.7

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 ※１ 3 ─ 3

 ２ 貸倒引当金戻入益 3 7 0.0 5 5 0.0 10 14 0.0

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産処分損 ※２ 0 0 0

 ２ 投資有価証券売却損 ─ 1 ─

 ３ 投資有価証券評価損 ─ 8 0

 ４ 会員権売却損 3 ─ 3

 ５ その他 0 3 0.0 ─ 10 0.1 2 6 0.0

   税金等調整前中間 

   (当期)純利益
1,108 3.4 1,136 3.2 2,618 3.7

   法人税、住民税及び 

   事業税
308 454 993

   法人税等調整額 147 456 1.4 17 472 1.3 117 1,111 1.6

   中間(当期)純利益 652 2.0 664 1.9 1,507 2.1



③ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
(注) 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

  
  

  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 2,439 2,884 7,762 △1 13,084

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当(注) △103 △103

 役員賞与(注) △24 △24

 中間純利益 652 652

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

― ― 525 ― 525

平成18年９月30日残高(百万円) 2,439 2,884 8,287 △1 13,609

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ 
損益

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 269 ― 10 279 13,363

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当(注) △103

 役員賞与(注) △24

 中間純利益 652

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

△40 △3 △3 △47 △47

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△40 △3 △3 △47 477

平成18年９月30日残高(百万円) 228 △3 6 231 13,840



当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日残高(百万円) 2,439 2,884 9,055 △1 14,377

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △120 △120

 中間純利益 664 664

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

─ ─ 543 ─ 543

平成19年９月30日残高(百万円) 2,439 2,884 9,599 △1 14,921

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ 
損益

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(百万円) 217 △0 11 228 14,606

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △120

 中間純利益 664

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

△41 0 11 △30 △30

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△41 0 11 △30 512

平成19年９月30日残高(百万円) 176 △0 22 198 15,119



前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 2,439 2,884 7,762 △1 13,084

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 △103 △103

 剰余金の配当(中間配当) △86 △86

 役員賞与 △24 △24

 当期純利益 1,507 1,507

 自己株式の取得 △0 △0

連結会計年度中の変動額合計 

(百万円)
─ ─ 1,293 △0 1,293

平成19年3月31日残高(百万円) 2,439 2,884 9,055 △1 14,377

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ 
損益

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 269 ― 10 279 13,363

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 △103

 剰余金の配当(中間配当) △86

 役員賞与 △24

 当期純利益 1,507

 自己株式の取得 △0

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額)

△51 △0 1 △50 △50

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円)

△51 △0 1 △50 1,243

平成19年３月31日残高(百万円) 217 △0 11 228 14,606



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

 

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約キャッシュ・
フロー計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前中間(当期) 
   純利益

1,108 1,136 2,618

 ２ 減価償却費 32 45 71

 ３ 固定資産除売却損益 
   (△益)

△3 0 △2

 ４ 会員権売却損 3 ─ 3

 ５ 貸倒引当金の減少額 △3 △7 △10

 ６ 役員賞与引当金の増加額 
   (△減少額)

─ △26 26

 ７ 役員退職慰労引当金の 
   増加額(△減少額)

△93 0 △82

 ８ 退職給付引当金の増加額 
   (△減少額)

1 △2 3

 ９ 受取利息及び受取配当金 △15 △23 △32

 10 支払利息 27 41 64

 11 投資有価証券評価損 ― 8 0

 12 投資有価証券売却損益 
   (△益)

― 1 △0

 13 売上債権の減少額 
   (△増加額)

643 1,460 △2,241

 14 たな卸資産の減少額 
   (△増加額)

△825 △408 61

 15 仕入債務の増加額 
   (△減少額)

129 △1,322 1,487

 16 役員賞与の支払額 △24 ─ △24

 17 その他 △200 △234 92

    小計 780 673 2,034

 18 利息及び配当金の受取額 15 23 31

 19 利息の支払額 △26 △39 △65

 20 法人税等の支払額 △1,077 △435 △1,631

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

△308 221 369

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー

 １ 有形固定資産の取得 
   による支出

△25 △49 △66

 ２ 有形固定資産の売却 
   による収入

3 ─ 3

 ３ 無形固定資産の取得 
   による支出

─ △32 ─

 ４ 投資有価証券の取得 
   による支出

△2 △3 △83

 ５ 投資有価証券の売却 
   による収入

45 3 55

 ６ その他 61 0   28

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

82 △80 △62



 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約キャッシュ・
フロー計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の純増加額 
   (△減少額)

△1,580 330 △930

 ２ 長期借入れによる収入 2,000 200 2,000

 ３ 長期借入金の返済 
   による支出

△150 △700 △350

 ４ 配当金の支払額 △103 △120 △189

 ５ その他 ― ─ △0

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

166 △290 530

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額

△3 11 1

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
  増加額(△減少額)

△63 △139 839

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  期首残高

1,555 2,394 1,555

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

1,492 2,255 2,394



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 連結の範囲に関す
る事項

イ 連結子会社の数 １社
  (海外) 
  連結子会社名     
    SINGAPORE HAGIWARA 
   PTE.LTD.

イ 連結子会社の数 ３社 

 (海外)  

  連結子会社名 

   SINGAPORE HAGIWARA 

   PTE.LTD. 

   HAGIWARA AMERICA, 

  INC. 

   萩原電気貿易（上海） 

   有限公司

イ 連結子会社の数 ３社 

 (海外)  

  連結子会社名 

   SINGAPORE HAGIWARA 

   PTE.LTD. 

   HAGIWARA AMERICA, 

  INC. 

   萩原電気貿易（上海） 

   有限公司

 

 このうち、HAGIWARA AME 

RICA,INC.および萩原電気

貿易（上海）有限公司につ

いては、当連結会計年度に

おいて新たに設立したこと

により、連結子会社となり

ました。

ロ 非連結子会社

該当事項はありませ

ん。

ロ 非連結子会社

同左

ロ 非連結子会社

同左

２ 持分法の適用に関

する事項

該当事項はありません。 同左 同左

３ 連結子会社の(中

間)決算日等に関す

る事項

 連結子会社の中間決算日

は、６月30日であります。

中間連結財務諸表を作成す

るに当たっては連結子会社

の同日現在の中間財務諸表

を使用しておりますが、中

間連結決算日との間に生じ

た重要な取引については、

連結上必要な調整を行って

おります。

同左  連結子会社の決算日は、

12月31日であります。連結

財務諸表を作成するに当た

っては連結子会社の同日現

在の財務諸表を使用してお

りますが、連結決算日との

間に生じた重要な取引につ

いては、連結上必要な調整

を行っております。

４ 会計処理基準に関

する事項

 (1) 重要な資産の評

価基準及び評価

方法

イ 有価証券

その他有価証券

 時価のあるもの

  中間決算末日の市

場価格等に基づく

時価法

  (評価差額は、全

部純資産直入法に

より処理し、売却

原価は、移動平均

法により算定)

イ 有価証券

その他有価証券

 時価のあるもの
同左
  
 

  

  

  
  

 

イ 有価証券

その他有価証券

 時価のあるもの

  決算期末日の市場

価格等に基づく時

価法

  (評価差額は、全

部純資産直入法に

より処理し、売却

原価は、移動平均

法により算定)

 時価のないもの

  移動平均法による

原価法

 時価のないもの
同左

 時価のないもの
同左

ロ デリバティブ

時価法

ロ デリバティブ

同左

ロ デリバティブ

同左

ハ たな卸資産

主として移動平均法に

よる原価法

ハ たな卸資産

同左

ハ たな卸資産

同左



  

 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 (2) 重要な減価償却

資産の減価償却

方法

イ 有形固定資産 

 主として定率法によっ

ております。 

 ただし、平成10年４月

１日以降取得した建物

(建物附属設備は除く)に

ついては、定額法によっ

ております。 

 なお、耐用年数及び残

存価額については、法人

税法に規定する方法と同

一の基準によっておりま

す。

イ 有形固定資産
建物(建物附属設備は除
く)
a.平成10年３月31日以前
に取得したもの 
主として旧定率法によ
っております。

b.平成10年４月１日から
平成19年３月31までに
取得したもの 
主として旧定額法によ
っております。

c.平成19年４月１日以降
に取得したもの 
主として定額法によっ
ております。

建物以外
a.平成19年３月31日以前
に取得したもの 
主として旧定率法によ
っております。

b.平成19年４月１日以降
に取得したもの 
主として定率法によっ
ております。

 なお、主な耐用年数は
次のとおりであります。
建物   27～50年
機械装置   10～12年

イ 有形固定資産 

 主として定率法によっ

ております。 

 ただし、平成10年４月

１日以降取得した建物

(建物附属設備は除く)に

ついては、定額法によっ

ております。 

なお、耐用年数及び残存

価額については、法人税

法に規定する方法と同一

の基準によっておりま

す。

(会計方針の変更)
 法人税法の改正((所得
税法等の一部を改正する
法律 平成19年３月30日
法律第６号)及び(法人税
法施行令の一部を改正す
る政令平成19年３月30日
政令第83号))に伴い、当
中間連結会計期間から、
平成19年４月１日以降に
取得したものについて
は、改正後の法人税法に
基づく方法に変更してお
ります。 
 当該変更に伴う損益に
与える影響は軽微であり
ます。 
(追加情報) 
 当中間連結会計期間か
ら、平成19年３月31日以
前に取得したものについ
ては、取得価額の５％に
達した翌年度から５年間
で均等償却する方法によ
っております。 
 当該変更に伴う損益に
与える影響は軽微であり
ます。



 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

ロ 無形固定資産

  主として定額法によっ

ております。 

 なお、耐用年数につい

ては、法人税法に規定す

る方法と同一の基準によ

っております。 

 ただし、ソフトウェア

(自社利用分)については

社内における利用可能期

間(５年)に基づく定額法

によっております。

ロ 無形固定資産
同左

ロ 無形固定資産
同左

 (3) 重要な引当金の

計上基準

イ 貸倒引当金

  債権の貸倒による損失

に備えるため、一般債権

については、貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個

別債権の回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を

計上しております。

イ 貸倒引当金

同左

イ 貸倒引当金

同左

ロ 役員賞与引当金
──────

ロ 役員賞与引当金
──────

ロ 役員賞与引当金

  親会社は、役員に対し

て支給する賞与の支出に

充てるため、支給見込額

に基づき当連結会計年度

に見合う分を計上してお

ります。
（会計処理の変更）
  当連結会計年度から

「役員賞与に関する会計

基準」（企業会計基準委

員会 平成17年11月29日

企業会計基準第４号）を

適用しております。

  この結果、従来の方法

に比べて、営業利益、経

常利益及び税金等調整前

当期純利益が26百万円減

少しております。

ハ 退職給付引当金

  親会社は、従業員の退

職給付に備えるため、当

連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、当

中間連結会計期間末にお

いて発生していると認め

られる額を計上しており

ます。

  数理計算上の差異は、

各連結会計年度の発生時

の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数

(15年)による定額法によ

り、それぞれ発生の翌連

結会計年度から費用処理

することとしておりま

す。

ハ 退職給付引当金

同左

ハ 退職給付引当金

  親会社は、従業員の退

職給付に備えるため、当

連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、当

連結会計年度末において

発生していると認められ

る額を計上しておりま

す。

  数理計算上の差異は、

各連結会計年度の発生時

の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数

(15年)による定額法によ

り、それぞれ発生の翌連

結会計年度から費用処理

することとしておりま

す。



 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

ニ 役員退職慰労引当金

  親会社は、役員退職慰

労金の支出に備えるた

め、内規に基づく中間期

末要支給額の100％相当

額を計上しております。 

 

ニ 役員退職慰労引当金
同左

ニ 役員退職慰労引当金

  親会社は、役員退職慰

労金の支出に備えるた

め、内規に基づく期末要

支給額の100％相当額を

計上しております。

 (4) (中間)連結財務

諸表の作成の基

礎となった連結

会社の(中間)財

務諸表の作成に

当たって採用し

た重要な外貨建

の資産又は負債

の本邦通貨への

換算の基準

 在外子会社の資産、負

債、収益及び費用は、在外

子会社の中間決算日の直物

為替相場により円貨に換算

し、換算差額は純資産の部

における為替換算調整勘定

に含めております。

     同左  在外子会社の資産、負

債、収益及び費用は、在外

子会社の決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、

換算差額は純資産の部にお

ける為替換算調整勘定に含

めております。

 (5) 重要なリース取

引の処理方法
 親会社は、リース物件の

所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処

理によっております。

同左 同左

 (6) 重要なヘッジ会

計の方法

イ ヘッジ会計の方法

  繰延ヘッジ処理によっ

ております。

  また、為替予約が付さ

れている外貨建金銭債権

債務等については振当処

理を行っております。

イ ヘッジ会計の方法

  繰延ヘッジ処理によっ

ております。

  

  

イ ヘッジ会計の方法

  繰延ヘッジ処理によっ

ております。

  また、為替予約が付さ

れている外貨建金銭債権

債務等については振当処

理を行っております。

 

ロ ヘッジ手段とヘッジ対

象

 a ヘッジ手段

   金利スワップ取引

  ヘッジ対象

   借入金の利息

 b ヘッジ手段

   為替予約

  ヘッジ対象

   外貨建金銭債権債務

等

ロ ヘッジ手段とヘッジ対

象

 ヘッジ手段

  金利スワップ取引

 ヘッジ対象

  借入金の利息

ロ ヘッジ手段とヘッジ対

象

 a ヘッジ手段

   金利スワップ取引

  ヘッジ対象

   借入金の利息

 b ヘッジ手段

   為替予約

  ヘッジ対象

   外貨建金銭債権債務

等



 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

ハ ヘッジ方針

 a 金利スワップ取引

   固定金利の長期金銭

債務について、市場の

実勢金利に近づける目

的と、変動金利の金銭

債務について、将来の

金利上昇における損失

を軽減する目的を達成

する範囲で行う方針で

あります。

 b 為替予約

   通常の営業過程にお

ける輸出入取引の為替

相場の変動によるリス

クを軽減する目的を達

成する範囲で行う方針

であります。

ハ ヘッジ方針

  金利スワップ取引

   固定金利の長期金銭

債務について、市場の

実勢金利に近づける目

的と、変動金利の金銭

債務について、将来の

金利上昇における損失

を軽減する目的を達成

する範囲で行う方針で

あります。

   

   

ハ ヘッジ方針

 a 金利スワップ取引

   固定金利の長期金銭

債務について、市場の

実勢金利に近づける目

的と、変動金利の金銭

債務について、将来の

金利上昇における損失

を軽減する目的を達成

する範囲で行う方針で

あります。

 b 為替予約 

   通常の営業過程にお

ける輸出入取引の為替

相場の変動によるリス

クを軽減する目的を達

成する範囲で行う方針

であります。

ニ ヘッジの有効性評価の

方法

  ヘッジ開始時から有効

性判定時期までの期間に

おいて、ヘッジ対象の相

場変動とヘッジ手段の相

場変動との比較によって

おります。

  また、為替予約の締結

時にリスク管理方針に従

って、米貨建による同一

金額で同一期日の為替予

約を振当てているため、

その後の為替相場による

相関関係は完全に確保さ

れているので中間決算日

における有効性の評価を

省略しております。

ニ ヘッジの有効性評価の

方法

  ヘッジ開始時から有効

性判定時期までの期間に

おいて、ヘッジ対象の相

場変動とヘッジ手段の相

場変動との比較によって

おります。

  

ニ ヘッジの有効性評価の

方法

  ヘッジ開始時から有効

性判定時期までの期間に

おいて、ヘッジ対象の相

場変動とヘッジ手段の相

場変動との比較によって

おります。

  また、為替予約の締結

時にリスク管理方針に従

って、米貨建による同一

金額で同一期日の為替予

約を振当てているため、

その後の為替相場による

相関関係は完全に確保さ

れているので決算日にお

ける有効性の評価を省略

しております。

 (7) その他(中間)連

結財務諸表作成

のための重要な

事項

イ 消費税等の会計処理

  税抜方式により処理し

ております。

イ 消費税等の会計処理

同左

イ 消費税等の会計処理

同左

５ (中間)連結キャッ

シュ・フロー計算

書における資金の

範囲

 手許現金、随時引き出し

可能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から３

ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなってお

ります。

同左 同左



会計処理の変更 

  

 
  

表示方法の変更 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等) 

 当中間連結会計期間から「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」(企業会計基準委員会 平

成17年12月９日 企業会計基準第５

号)及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指

針」(企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準適用指針

第８号)を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は13,844百万円であ

ります。 

 中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当中間連結会計期間における中

間連結財務諸表は、改正後の中間連

結財務諸表規則により作成しており

ます。

 ──────────── (貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等) 

 当連結会計年度から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号)

及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」

(企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号)を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は14,607百万円であ

ります。 

 連結財務諸表規則の改正により、

当連結会計年度における連結財務諸

表は、改正後の連結財務諸表規則に

より作成しております。

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

（中間連結損益計算書）

 前中間連結会計期間において区分掲記しておりまし

た「販売手数料」（当中間連結会計期間２百万円）に

ついては、営業外収益の100分の10以下であるため、営

業外収益の「その他」に含めて表示しております。

（中間連結損益計算書）

 前中間連結会計期間において営業外費用「その他」

に含めて表示しておりました「為替差損」（前中間連

結会計期間０百万円）については、営業外費用の100分

の10超となったため、当中間連結会計期間より区分掲

記しております。

 前中間連結会計期間において特別損失「その他」に

含めて表示しておりました「投資有価証券評価損」

（前中間連結会計期間０百万円）については、特別損

失の100分の10超となったため、当中間連結会計期間よ

り区分掲記しております。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書）

 前中間連結会計期間において投資活動によるキャッ

シュ・フローの「その他」に含めて表示しておりまし

た「無形固定資産の取得による支出」(前中間連結会計

期間３百万円)については、重要性が増したため、当中

間連結会計期間より区分掲記しております。



注記事項 

  

(中間連結貸借対照表関係) 

  

 
  

(中間連結損益計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日)

 

 

※１ 債務の担保として供している

資産

土地 181百万円
(帳簿価額)

   を次に掲げる債務の担保に供

しております。

長期借入金 500百万円

 

 

※１ 債務の担保として供している

資産

土地 181百万円
(帳簿価額)

   を次に掲げる債務の担保に供

しております。

長期借入金 500百万円

 

 

※１ 債務の担保として供している

資産

土地 181百万円
(帳簿価額)

   を次に掲げる債務の担保に供

しております。

長期借入金 500百万円

 

※２  中間連結会計期間末日満期

手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理

しております。 

 なお、当中間連結会計期間

末日が金融機関の休日であっ

たため、次の中間連結会計期

間末日満期手形が、中間連結

会計期間末残高に含まれてお

ります。

受取手形及び売掛金 112百万円

支払手形及び買掛金 831百万円

 

※２  中間連結会計期間末日満期

手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理

しております。 

 なお、当中間連結会計期間

末日が金融機関の休日であっ

たため、次の中間連結会計期

間末日満期手形が、中間連結

会計期間末残高に含まれてお

ります。

受取手形及び売掛金 138百万円

支払手形及び買掛金 776百万円

 

※２  連結会計期間末日満期手形

の会計処理については、手形

交換日をもって決済処理して

おります。 

 なお、当連結会計年度末日

が金融機関の休日であったた

め、次の連結会計年度末日満

期手形が、連結会計年度末残

高に含まれております。  

 

受取手形及び売掛金 117百万円

支払手形及び買掛金 898百万円

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

※１ 固定資産売却益の内容 

その他 3百万円

計 3百万円

※１ 固定資産売却益の内容 

―――――――――

 

※１ 固定資産売却益の内容 

機械装置及び運
搬具

3百万円

計 3百万円

 

※２ 固定資産処分損の内容

建物及び構築物
(除却)

0百万円

工具器具備品
(除却)

0百万円

計 0百万円
 

※２ 固定資産処分損の内容

建物及び構築物
(除却)

0百万円

工具器具備品
(除却)

0百万円

計 0百万円  

※２ 固定資産処分損の内容

建物及び構築物
(除却)

0百万円

工具器具備品 
(除却)

0百万円

計 0百万円



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

   
  

３ 新株予約権等に関する事項 

  該当事項はありません。 
  
４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  
 (2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後とな

るもの 

 
  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

   
  

３ 新株予約権等に関する事項 

  該当事項はありません。 
  
４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  
 (2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後とな

るもの 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 6,908,000 ― ― 6,908,000

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 2,745 ― ― 2,745

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日 
定時株主総会

普通株式 103 15.00 平成18年３月31日 平成18年６月30日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成18年11月８日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 86 12.50 平成18年９月30日 平成18年12月８日

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 6,908,000 ― ― 6,908,000

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 2,845 ─ ─ 2,845

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日 
定時株主総会

普通株式 120 17.50 平成19年３月31日 平成19年６月29日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年11月７日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 103 15.00 平成19年９月30日 平成19年12月７日



前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 １ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
   （変動事由の概要） 

   増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

     単元未満株式の買取請求による増加    100株 

３ 新株予約権等に関する事項 

  該当事項はありません。 

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  

 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

  

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 6,908,000 ― ― 6,908,000

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 2,745 100 ― 2,845

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日 
定時株主総会

普通株式 103 15.00 平成18年３月31日 平成18年６月30日

平成18年11月８日 
取締役会

普通株式 86 12.50 平成18年９月30日 平成18年12月８日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年６月28日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 120 17.50 平成19年３月31日 平成19年６月29日

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

  現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 1,632百万円

預金期間が３ヶ月
を超える定期預金

△140百万円

現金及び
現金同等物

1,492百万円

  現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 2,395百万円

預金期間が３ヶ月
を超える定期預金

△140百万円

現金及び
現金同等物

2,255百万円

  現金及び現金同等物の期末残高

と連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係

現金及び預金勘定 2,534百万円

預金期間が３ヶ月
を超える定期預金

△140百万円

現金及び
現金同等物

2,394百万円



(リース取引関係) 

  
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引

 ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

中間期末残高相当額
 

取得価額 
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額
相当額

(百万円)

中間期末
残高

相当額

(百万円)

機械装置 
及び 
運搬具

7 5 1

その他 58 37 20
計 65 42 22

 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引

 ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

中間期末残高相当額
 

取得価額
相当額 

(百万円)

減価償却
累計額
相当額

(百万円)

中間期末
残高

相当額

(百万円)

機械装置 
及び 
運搬具

3 2 0

その他 49 24 25
計 53 27 25

 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引

 ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

期末残高相当額

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額
相当額

(百万円)

期末残高
相当額

(百万円)

機械装置
及び
運搬具

3 2 1

その他 69 45 24

計 73 47 25

  なお、取得価額相当額は、未経

過リース料中間期末残高が有形固

定資産の中間期末残高等に占める

割合が低いため、「支払利子込み

法」により算定しております。

  同左   なお、取得価額相当額は、未経

過リース料期末残高が有形固定資

産の期末残高等に占める割合が低

いため、「支払利子込み法」によ

り算定しております。

 ② 未経過リース料中間期末残高

相当額

 １年以内 12百万円

 １年超 10百万円

 計 22百万円

 ② 未経過リース料中間期末残高

相当額

 １年以内 13百万円

 １年超 12百万円

 計 25百万円

 ② 未経過リース料期末残高相当

額

 １年以内 11百万円

 １年超 13百万円

 計 25百万円

  なお、未経過リース料中間期末

残高相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の中間

期末残高等に占める割合が低いた

め、「支払利子込み法」により算

定しております。

  なお、未経過リース料中間期末

残高相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の中間

期末残高等に占める割合が低いた

め、「支払利子込み法」により算

定しております。

  なお、未経過リース料期末残高

相当額は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、「支払利

子込み法」により算定しておりま

す。

 

 ③ 支払リース料及び減価償却費

相当額

支払リース料 7百万円

減価償却費相当額 7百万円
 

 ③ 支払リース料及び減価償却費

相当額

支払リース料 7百万円

減価償却費相当額 7百万円
 

 ③ 支払リース料及び減価償却費

相当額

支払リース料 15百万円

減価償却費相当額 15百万円

 ④ 減価償却費相当額の算定方法

   リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。

 ④ 減価償却費相当額の算定方法

同左

 ④ 減価償却費相当額の算定方法

同左

２ オペレーティング・リース取引

  (借手側)

   未経過リース料

 １年以内 72百万円

 １年超 299百万円

 計 371百万円

２ オペレーティング・リース取引

  (借手側)

   未経過リース料

 １年以内 85百万円

 １年超 237百万円

 計 323百万円

２ オペレーティング・リース取引

  (借手側)

   未経過リース料

 １年以内 84百万円

 １年超 274百万円

 計 358百万円



(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末 (平成18年９月30日) 

１ 時価のある有価証券 

  

 
(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

当中間連結会計期間末 (平成19年９月30日) 

１ 時価のある有価証券 

  

 
(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当中間連結会計期間において減損処理を行

い、投資有価証券評価損８百万円を計上しております。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

前連結会計年度末 (平成19年３月31日) 

１ 時価のある有価証券 

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

その他有価証券 取得原価(百万円)
中間連結貸借対照表計上額

(百万円)
差額(百万円)

① 株式 320 716 395

② 債券 200 190 △9

③ その他 9 8 △1

計 530 914 384

その他有価証券 中間連結貸借対照表計上額(百万円)

非上場株式 79

その他有価証券 取得原価(百万円)
中間連結貸借対照表計上額

(百万円)
差額(百万円)

① 株式 321 631 310

② 債券 200 185 △14

③ その他 9 8 △1

計 531 825 294

その他有価証券 中間連結貸借対照表計上額(百万円)

非上場株式 125

その他有価証券 取得原価(百万円)
連結貸借対照表計上額

(百万円)
差額(百万円)

① 株式 322 700 377

② 債券 200 188 △11

③ その他 9 9 △0

計 532 898 365

その他有価証券 連結貸借対照表計上額(百万円)

非上場株式 134



(デリバティブ取引関係) 

  

 前中間連結会計期間末 (平成18年９月30日) 

 該当事項はありません。 

 なお、金利スワップ取引、為替予約取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計を適用しており

ますので、注記の対象から除いております。 

  

   当中間連結会計期間末 (平成19年９月30日) 

 該当事項はありません。 

 なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象か

ら除いております。 

  

   前連結会計期間末 (平成19年３月31日) 

 該当事項はありません。 

 なお、金利スワップ取引、為替予約取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計を適用しており

ますので、注記の対象から除いております。 

  



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日)及び当中間連結会計期間(自

平成19年４月１日 至 平成19年９月30日)並びに前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成

19年３月31日) 

  

当社グループはエレクトロニクス分野において、電子部品・電子機器の販売、FA機器の製造・

販売及びこれらに付随する事業を営んでおり、事業区分としては単一セグメントであるため、事

業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日)及び当中間連結会計期間(自

平成19年４月１日 至 平成19年９月30日)並びに前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成

19年３月31日) 

  

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグ

メント情報の記載を省略しております。 

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日)及び当中間連結会計期間(自

平成19年４月１日 至 平成19年９月30日)並びに前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成

19年３月31日) 

  

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

  

  

  

  



(１株当たり情報) 

  

 
(注) １株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 2,004円40銭 １株当たり純資産額 2,189円60銭 １株当たり純資産額 2,115円31銭

１株当たり中間純利益   94円54銭 １株当たり中間純利益  96円22銭 １株当たり当期純利益  218円34銭

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益

  潜在株式調整後１株当たり中間純

 利益については、潜在株式が存在し

ないため、記載しておりません。

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益

  潜在株式調整後１株当たり中間純

 利益については、潜在株式が存在し

ないため、記載しておりません。

 

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益

  潜在株式調整後１株当たり当期

純利益については、潜在株式が存

在しないため、記載しておりませ

ん。

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
 至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
 至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
 至 平成19年３月31日)

中間連結損益計算書上の 

中間(当期)純利益
652百万円 664百万円 1,507百万円

普通株主に帰属しない金額 ─ ─ ─

普通株式に係る中間(当期)純利益 652百万円 664百万円 1,507百万円

普通株式の期中平均株式数 6,905,255株 6,905,155株 6,905,238株



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 1,527 2,083 2,293

 ２ 受取手形 ※４ 1,492 1,298 1,337

 ３ 売掛金 18,975 20,609 21,967

 ４ たな卸資産 5,554 4,983 4,676

 ５ 繰延税金資産 233 250 260

 ６ その他 167 168 138

 ７ 貸倒引当金 △10 △3 △3

   流動資産合計 27,939 85.5 29,391 85.2 30,670 86.1

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１

  (1) 建物 544 537 538

  (2) 土地 ※２ 1,150 1,150 1,150

  (3) その他 52 98 76

   有形固定資産合計 1,747 5.3 1,786 5.2 1,765 4.9

 ２ 無形固定資産 49 0.2 248 0.7 62 0.2

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 994 958 1,041

  (2) 営業保証金 936 952 944

  (3) 繰延税金資産 296 324 306

  (4) その他 774 904 909

  (5) 貸倒引当金 △72 △67 △74

   投資その他の 

   資産合計
2,929 9.0 3,072 8.9 3,127 8.8

   固定資産合計 4,725 14.5 5,107 14.8 4,955 13.9

   資産合計 32,665 100.0 34,498 100.0 35,625 100.0



 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形 ※４ 3,911 4,019 4,183

 ２ 買掛金 6,750 6,581 7,821

 ３ 短期借入金 1,870 2,850 2,520

 ４ 一年内返済予定 

   長期借入金
900 300 850

 ５ 未払法人税等 314 459 451

 ６ その他 ※３ 776 1,050 1,078

   流動負債合計 14,523 44.5 15,260 44.2 16,905 47.4

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 600 600 600

 ２ 長期借入金 ※２ 3,050 2,950 2,900

 ３ 退職給付引当金 561 560 563

 ４ 役員退職慰労引当金 224 236 235

 ５ その他 5 1 1

   固定負債合計 4,441 13.6 4,348 12.6 4,300 12.1

   負債合計 18,965 58.1 19,608 56.8 21,206 59.5



 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 2,439 2,439 2,439

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 1,214 1,214 1,214

  (2) その他資本剰余金 1,669 1,669 1,669

   資本剰余金合計 2,884 2,884 2,884

 ３ 利益剰余金

  (1) その他利益剰余金

    別途積立金 7,000 7,000 7,000

    繰越利益剰余金 1,153 2,392 1,880

   利益剰余金合計 8,153 9,392 8,880

 ４ 自己株式 △1 △1 △1

   株主資本合計 13,475 41.2 14,714 42.7 14,201 39.9

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

228 176 217

 ２ 繰延ヘッジ損益 △3 △0 △0

   評価・換算差額等 
   合計

225 0.7 175 0.5 217 0.6

   純資産合計 13,700 41.9 14,890 43.2 14,418 40.5

   負債純資産合計 32,665 100.0 34,498 100.0 35,625 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
要約損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 32,204 100.0 34,306 100.0 69,467 100.0

Ⅱ 売上原価 29,088 90.3 31,077 90.6 62,715 90.3

   売上総利益 3,116 9.7 3,229 9.4 6,751 9.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,039 6.4 2,128 6.2 4,200 6.0

   営業利益 1,077 3.3 1,101 3.2 2,550 3.7

Ⅳ 営業外収益 ※１ 27 0.1 54 0.2 48 0.0

Ⅴ 営業外費用 ※２ 34 0.1 55 0.2 77 0.1

   経常利益 1,070 3.3 1,099 3.2 2,522 3.6

Ⅵ 特別利益 3 0.0 5 0.0 10 0.0

Ⅶ 特別損失 3 0.0 10 0.0 6 0.0

   税引前中間(当期) 

   純利益
1,070 3.3 1,093 3.2 2,526 3.6

   法人税、住民税 

   及び事業税
300 440 972

   法人税等調整額 147 447 1.4 19 460 1.3 117 1,090 1.5

   中間(当期)純利益 622 1.9 633 1.9 1,435 2.1



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
  

 
(注) 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高(百万円) 2,439 1,214 1,669 2,884

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当(注)

 役員賞与(注)

 中間純利益

 別途積立金の積立(注)

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

― ― ― ―

平成18年９月30日残高(百万円) 2,439 1,214 1,669 2,884

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 5,000 2,658 7,658 △1 12,980

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当(注) △103 △103 △103

 役員賞与(注) △24 △24 △24

 中間純利益 622 622 622

 別途積立金の積立(注) 2,000 △2,000 ― ―

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

2,000 △1,505 494 ― 494

平成18年９月30日残高(百万円) 7,000 1,153 8,153 △1 13,475

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 269 ― 269 13,249

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当(注) △103

 役員賞与(注) △24

 中間純利益 622

 別途積立金の積立(注) ―

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△40 △3 △43 △43

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△40 △3 △43 451

平成18年９月30日残高(百万円) 228 △3 225 13,700



当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

 
  

 
  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成19年３月31日残高(百万円) 2,439 1,214 1,669 2,884

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当

 中間純利益

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

─ ─ ─ ─

平成19年９月30日残高(百万円) 2,439 1,214 1,669 2,884

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金

平成19年３月31日残高(百万円) 7,000 1,880 8,880 △1 14,201

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △120 △120 △120

 中間純利益 633 633 633

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

─ 512 512 ─ 512

平成19年９月30日残高(百万円) 7,000 2,392 9,392 △1 14,714

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(百万円) 217 △0 217 14,418

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △120

 中間純利益 633

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△41 0 △41 △41

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△41 0 △41 471

平成19年９月30日残高(百万円) 176 △0 175 14,890



前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
  

 
  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高(百万円) 2,439 1,214 1,669 2,884

事業年度中の変動額

 剰余金の配当

 剰余金の配当（中間配当）

 役員賞与

 当期純利益

 別途積立金の積立

 自己株式の取得

事業年度中の変動額合計(百万円) ― ― ― ―

平成19年３月31日残高(百万円) 2,439 1,214 1,669 2,884

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 5,000 2,658 7,658 △1 12,980

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 △103 △103 △103

 剰余金の配当(中間配当) △86 △86 △86

 役員賞与 △24 △24 △24

 当期純利益 1,435 1,435 1,435

 別途積立金の積立 2,000 △2,000 ― ―

 自己株式の取得 △0 △0

事業年度中の変動額合計(百万円) 2,000 △778 1,221 △0 1,221

平成19年３月31日残高(百万円) 7,000 1,880 8,880 △1 14,201

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 269 ─ 269 13,249

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 △103

 剰余金の配当(中間配当） △86

 役員賞与 △24

 当期純利益 1,435

 別途積立金の積立 ─

 自己株式の取得 △0

株主資本以外の項目の事業 
年度中の変動額(純額)

△51 △0 △52 △52

事業年度中の変動額合計(百万円) △51 △0 △52 1,169

平成19年３月31日残高(百万円) 217 △0 217 14,418



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 資産の評価基準及

び評価方法

(1) たな卸資産

  商品・製品・原材料・

仕掛品

   移動平均法による原

価法

  貯蔵品

   終仕入原価法によ

る原価法

(1) たな卸資産

同左

(1) たな卸資産

同左

(2) 有価証券

  子会社株式

   移動平均法による原

価法

  その他有価証券

   時価のあるもの

(2) 有価証券

  子会社株式
同左

  その他有価証券

   時価のあるもの

(2) 有価証券

  子会社株式
同左

  その他有価証券

   時価のあるもの

    中間決算末日の市

場価格等に基づく

時価法

    (評価差額は、全

部純資産直入法に

より処理し、売却

原価は、移動平均

法により算定)

同左
  
  
 

     

  

  

 

    決算末日の市場価

格等に基づく時価

法

    (評価差額は、全

部純資産直入法に

より処理し、売却

原価は、移動平均

法により算定)

   時価のないもの

    移動平均法による

原価法

   時価のないもの
同左

   時価のないもの
同左

(3) デリバティブ

  時価法

(3) デリバティブ

同左

(3) デリバティブ

同左



  

 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

２ 固定資産の減価償

却の方法

(1) 有形固定資産

  定率法によっておりま

す。

  ただし、平成10年４月

１日以降取得した建物

(建物附属設備は除く)に

ついては、定額法によっ

ております。

  なお、耐用年数及び残

存価額については、法人

税法に規定する方法と同

一の基準によっておりま

す。

(1) 有形固定資産

 建物(建物附属設備は除

く)

 a.平成10年３月31日以前

に取得したもの 

旧定率法によっており

ます。

 b.平成10年４月１日から

平成19年３月31日まで

に取得したもの 

旧定額法によっており

ます。

 c.平成19年４月１日以降

に取得したもの 

定額法によっておりま

す。

 建物以外   

 a.平成19年３月31日以前

に取得したもの 

旧定率法によっており

ます。

 b.平成19年４月１日以降

に取得したもの 

定率法によっておりま

す。

  なお、主な耐用年数は

次のとおりであります。
建物    27年～50年

 機械装置  10年～12年 
 

(1)有形固定資産

  定率法によっておりま

す。

  ただし、平成10年４月

１日以降取得した建物

(建物附属設備は除く)に

ついては、定額法によっ

ております。

  なお、耐用年数及び残

存価額については、法人

税法に規定する方法と同

一の基準によっておりま

す。

(会計方針の変更)

 法人税法の改正((所得

税法等の一部を改正する

法律 平成19年３月30日

法律第６号)及び(法人税

法施行令の一部を改正す

る政令平成19年３月30日

政令第83号))に伴い、当

中間会計期間から、平成

19年４月１日以降に取得

したものについては、改

正後の法人税法に基づく

方法に変更しておりま

す。  

 当該変更に伴う損益に

与える影響は軽微であり

ます。

(追加情報)

 当中間会計期間から、

平成19年３月31日以前に

取得したものについて

は、取得価額の５％に達

した翌年度から５年間で

均等償却する方法によっ

ております。  

 当該変更に伴う損益に

与える影響は軽微であり

ます。



項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(2) 無形固定資産

   定額法によっておりま

す。 

 なお、耐用年数につい

ては、法人税法に規定す

る方法と同一の基準によ

っております。 

 ただし、ソフトウェア

(自社利用分)については

社内における利用可能期

間(５年)に基づく定額法

によっております。

(2) 無形固定資産
同左

(2) 無形固定資産
同左

(3) 長期前払費用

  定額法によっておりま

す。

(3) 長期前払費用
同左

(3) 長期前払費用
同左



  

 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

  債権の貸倒による損失

に備えるため、一般債権

については、貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個

別債権の回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を

計上しております。

(1) 貸倒引当金

同左

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 役員賞与引当金
───────

(2) 役員賞与引当金
───────

(2) 役員賞与引当金

  役員に対して支給する

賞与の支出に充てるた

め、支給見込額に基づき

当事業年度に見合う分を

計上しております。
(会計処理の変更）
 当事業年度から「役員賞

与に対する会計基準」

（企業会計基準委員会

平成17年11月29日 企業

会計基準第４号）を適用

しております。

 この結果、従来の方法に

比べて、営業利益、経常

利益及び税引前当期純利

益が26百万円減少してお

ります。

(3) 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度末

における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基

づき当中間会計期間末に

おいて発生していると認

められる額を計上してお

ります。

  数理計算上の差異は、

その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一

定の年数(15年)による定

額法により、それぞれ発

生の翌事業年度から費用

処理することとしており

ます。

(3) 退職給付引当金
同左

(3) 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度末

における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基

づき当事業年度末におい

て発生していると認めら

れる額を計上しておりま

す。

  数理計算上の差異は、

その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一

定の年数(15年)による定

額法により、それぞれ発

生の翌事業年度から費用

処理することとしており

ます。

(4) 役員退職慰労引当金

  役員退職慰労金の支出

に備えるため、内規に基

づく中間期末要支給額の

100％相当額を計上してお

ります。

(4) 役員退職慰労引当金

同左

(4) 役員退職慰労引当金

  役員退職慰労金の支出

に備えるため、内規に基

づく期末要支給額の100％

相当額を計上しておりま

す。

４ リース取引の処理

方法

 リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

おります。

同左 同左



 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

５ ヘッジ会計の方法 イ ヘッジ会計の方法

  繰延ヘッジ処理によっ

ております。

  また、為替予約が付さ

れている外貨建金銭債権

債務等については振当処

理を行っております。

イ ヘッジ会計の方法

  繰延ヘッジ処理によっ

ております。

イ ヘッジ会計の方法

  繰延ヘッジ処理によっ

ております。

  また、為替予約が付さ

れている外貨建金銭債権

債務等については振当処

理を行っております。

ロ ヘッジ手段とヘッジ対

象

 a ヘッジ手段

   金利スワップ取引

  ヘッジ対象

   借入金の利息

 b ヘッジ手段

   為替予約

  ヘッジ対象

   外貨建金銭債権債務

等

ロ ヘッジ手段とヘッジ対

象

  ヘッジ手段

   金利スワップ取引

  ヘッジ対象

   借入金の利息

   

  

   

 

   

ロ ヘッジ手段とヘッジ対

象

 a ヘッジ手段

   金利スワップ取引

  ヘッジ対象

  借入金の利息

 b ヘッジ手段

   為替予約

  ヘッジ対象

   外貨建金銭債権債務

等

  

ハ ヘッジ方針

 a 金利スワップ取引

   固定金利の長期金銭

債務について、市場の

実勢金利に近づける目

的と、変動金利の金銭

債務について、将来の

金利上昇における損失

を軽減する目的を達成

する範囲で行う方針で

あります。

 b 為替予約

   通常の営業過程にお

ける輸出入取引の為替

相場の変動によるリス

クを軽減する目的を達

成する範囲で行う方針

であります。

ハ ヘッジ方針

   金利スワップ取引

   固定金利の長期金銭

債務について、市場の

実勢金利に近づける目

的と、変動金利の金銭

債務について、将来の

金利上昇における損失

を軽減する目的を達成

する範囲で行う方針で

あります。

   

ハ ヘッジ方針

 a 金利スワップ取引

   固定金利の長期金銭

債務について、市場の

実勢金利に近づける目

的と、変動金利の金銭

債務について、将来の

金利上昇における損失

を軽減する目的を達成

する範囲で行う方針で

あります。

 b 為替予約

   通常の営業過程にお

ける輸出入取引の為替

相場の変動によるリス

クを軽減する目的を達

成する範囲で行う方針

であります。

  

ニ ヘッジの有効性評価の

方法

  ヘッジ開始時から有効

性判定時期までの期間に

おいて、ヘッジ対象の相

場変動とヘッジ手段の相

場変動との比較によって

おります。

  また、為替予約の締結

時にリスク管理方針に従

って、米貨建による同一

金額で同一期日の為替予

約を振当てているため、

その後の為替相場による

相関関係は完全に確保さ

れているので中間決算日

における有効性の評価を

省略しております。

ニ ヘッジの有効性評価の

方法

  ヘッジ開始時から有効

性判定時期までの期間に

おいて、ヘッジ対象の相

場変動とヘッジ手段の相

場変動との比較によって

おります。

  

ニ ヘッジの有効性評価の

方法

  ヘッジ開始時から有効

性判定時期までの期間に

おいて、ヘッジ対象の相

場変動とヘッジ手段の相

場変動との比較によって

おります。

  また、為替予約の締結

時にリスク管理方針に従

って、米貨建による同一

金額で同一期日の為替予

約を振当てているため、

その後の為替相場による

相関関係は完全に確保さ

れているので決算日にお

ける有効性の評価を省略

しております。

６ その他(中間)財務

諸表作成のための

基本となる重要な

事項

消費税等の会計処理

 税抜方式により処理して

おります。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左



会計処理の変更 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当中間会計期間から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号)

及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」

(企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号)を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は13,703百万円であ

ります。 

 中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間財

務諸表は、改正後の中間財務諸表等

規則により作成しております。

 ──────────── 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当事業年度から「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」

(企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準第５号)及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」(企

業会計基準委員会 平成17年12月９

日 企業会計基準適用指針第８号)

を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は14,419百万円であ

ります。 

 財務諸表等規則の改正により、当

事業年度における財務諸表は、改正

後の財務諸表等規則により作成して

おります。



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 
  

(中間損益計算書関係) 

  

 
  

前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

1,468百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

1,513百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

1,488百万円

 

※２ 債務の担保として供している

資産

土地 181百万円(帳簿価額)

  を次に掲げる債務の担保に供し

ております。

長期借入金 500百万円

 

※２ 債務の担保として供している

資産

土地 181百万円(帳簿価額)

  を次に掲げる債務の担保に供し

ております。

長期借入金 500百万円

 

※２ 債務の担保として供している

資産

土地 181百万円(帳簿価額)

  を次に掲げる債務の担保に供し

ております。

長期借入金 500百万円

※３ 消費税等の取扱い

   仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、流動負債の

「その他」に含めて表示してお

ります。

※３ 消費税等の取扱い

同左

※３ 消費税等の取扱い   

─────────

 

※４ 中間会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しておりま

す。 

 なお、当中間会計期間末日が

金融機関の休日であったため、

次の中間会計期間末日満期手形

が、中間会計期間末残高に含ま

れております。

受取手形 112百万円

支払手形 831百万円

 

※４ 中間会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しておりま

す。 

 なお、当中間会計期間末日が

金融機関の休日であったため、

次の中間会計期間末日満期手形

が、中間会計期間末残高に含ま

れております。

受取手形 138百万円

支払手形 776百万円

 

※４ 会計期間末日満期手形の会計

処理については、手形交換日を

もって決済処理しております。 

 なお、当会計期間末日が金融

機関の休日であったため、次の

会計期間末日満期手形が、会計

期間末残高に含まれておりま

す。 

 

受取手形 117百万円

支払手形 898百万円

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 8百万円

 

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 10百万円

受取配当金 30百万円

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 17百万円

受取配当金 8百万円

 

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 24百万円
 

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 38百万円
 

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 58百万円

 ３ 減価償却実施額

有形固定資産 21百万円

無形固定資産 8百万円

 ３ 減価償却実施額

有形固定資産 34百万円

無形固定資産 9百万円

 ３ 減価償却実施額

有形固定資産 50百万円

無形固定資産 17百万円



(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

１ 自己株式に関する事項 

   
  

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

１ 自己株式に関する事項 

   
  

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

１ 自己株式に関する事項 

 
(変動事由の概要) 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取請求による増加  100株 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 2,745 ― ― 2,745

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 2,845 ─ ─ 2,845

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 2,745 100 ─ 2,845



(リース取引関係) 

  

   
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引

 ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額

取得価額 
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額
相当額

(百万円)

中間期末
残高

相当額

(百万円)

機械装置 
及び運搬 
具

7 5 1

その他 58 37 20

計 65 42 22

 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引

 ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額

取得価額
相当額 

(百万円)

減価償却
累計額
相当額

(百万円)

中間期末
残高

相当額

(百万円)

その他 53 27 25

計 53 27 25

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引

 ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び期末残高相当額

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額
相当額

(百万円)

期末残高
相当額

(百万円)

機械装置
及び運搬
具

3 2 1

その他 69 45 24
計 73 47 25
 

   なお、取得価額相当額は、未

経過リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高等に

占める割合が低いため、「支払

利子込み法」により算定してお

ります。

同左    なお、取得価額相当額は、未

経過リース料期末残高が有形固

定資産の期末残高等に占める割

合が低いため、「支払利子込み

法」により算定しております。

 ② 未経過リース料中間期末残高

相当額

１年以内 12百万円

１年超 10百万円

計 22百万円
  

 ② 未経過リース料中間期末残高

相当額

１年以内 13百万円

１年超 12百万円

計 25百万円

 ② 未経過リース料期末残高相当

額

１年以内 11百万円

１年超 13百万円

計 25百万円

   なお、未経過リース料中間期

末残高相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定資産

の中間期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法に

より算定しております。

   なお、未経過リース料中間期

末残高相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定資産

の中間期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法に

より算定しております。

   なお、未経過リース料期末残

高相当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期末残

高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定して

おります。

 ③ 支払リース料及び減価償却費

相当額

支払リース料 7百万円

減価償却費相当額 7百万円

 ③ 支払リース料及び減価償却費

相当額

支払リース料 7百万円

減価償却費相当額 7百万円

 ③ 支払リース料及び減価償却費

相当額

支払リース料 15百万円

減価償却費相当額 15百万円

 ④ 減価償却費相当額の算定方法

   リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。

 ④ 減価償却費相当額の算定方法

同左

 ④ 減価償却費相当額の算定方法

同左

２ オペレーティング・リース取引

  (借手側)

   未経過リース料

 １年以内 66百万円

 １年超 295百万円

 計 362百万円

２ オペレーティング・リース取引

  (借手側)

   未経過リース料

 １年以内 70百万円

 １年超 234百万円

 計 305百万円

２ オペレーティング・リース取引

  (借手側)

   未経過リース料

 １年以内 69百万円

 １年超 266百万円

 計 335百万円



(有価証券関係) 

前中間会計期間末 (平成18年９月30日) 

有価証券 

子会社株式で時価のあるもの…………該当事項はありません。 

  

当中間会計期間末 (平成19年９月30日) 

有価証券 

子会社株式で時価のあるもの…………該当事項はありません。 

  

前事業年度末 (平成19年３月31日) 

有価証券 

子会社株式で時価のあるもの…………該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報) 

    中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

  

(重要な後発事象) 

  該当事項はありません。 

  



(2) 【その他】 

第51期(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)中間配当については、平成19年11月７日開催の

取締役会において、平成19年９月30日の 終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に

対し次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。 

① 中間配当金の総額                     103百万円 

② １株当たり中間配当金                   15円00銭 

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日       平成19年12月７日 

  

  



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

(1) 有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度 第50期(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 平成19年６月28日東海財務局に

提出。 

 
(2) 有価証券報告書の訂正報告書 

  訂正報告書(上記(1)の有価証券報告書の訂正報告書) を平成19年９月10日東海財務局長に提出。 

  



該当事項はありません。 

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年１２月２２日

萩 原 電 気 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている萩原電気株式会社の

平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）に

係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッ

シュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場

から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表

には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理

的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われ

ている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し

て、萩原電気株式会社及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成18年

４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 会計処理の変更に記載されているとおり、会社は当中間連結会計期間から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」及

び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」を適用しているため、当該基準により中間連結財務諸表を作成

している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士  安 井 金 丸 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士  宮 本 正 司 

      



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成19年12月26日

萩原電気株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている萩原電気株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の中間連

結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸

借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書に

ついて中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立

場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、萩原電気株式会社及び連結子会社の平成19年９月30日現在の財政状態並びに同日

をもって終了する中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年３月31日まで)の経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

  

 

あずさ監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  安  井  金  丸  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  宮  本  正  司  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  中  谷  敏  久  ㊞

(※) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年１２月２２日

萩 原 電 気 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている萩原電気株式会社の

平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第50期事業年度の中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）に係

る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間

財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、萩原電

気株式会社の平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日ま

で）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 会計処理の変更に記載されているとおり、会社は当中間会計期間から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」を適用しているため、当該基準により中間財務諸表を作成してい

る。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士  安 井 金 丸 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士  宮 本 正 司 

      



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成19年12月26日

萩原電気株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている萩原電気株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第51期事業年度の中間

会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、

中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は

経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、萩原電気株式会社の平成19年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計

期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認

める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

  

 

あずさ監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  安  井  金  丸  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  宮  本  正  司  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  中  谷  敏  久  ㊞

(※) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。
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